
【こども誰でも通園制度】

◇令和６年度
・実施施設数
  令和６年７月から９施設で開始。１０月から１施設追加になり、合計１０施設で実施した。

・対象児童

・利用時間   
  こども一人あたり月１０時間まで

・認定証発行人数
  １９６人

・延べ利用者数   
  ７９９件

◇令和７年度
・実施施設数

・対象年齢

 末まで利用できる）

・利用時間
  こども一人あたり月１０時間まで

・認定証発行人数
  １４３人（令和７年７月２８日時点）

 在宅で子育てをしている世帯のこどもを対象に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件
を問わず時間単位で実施施設を利用できる事業。同年代の子ども同士で触れ合うなど、家庭とは異
なる経験を通して、すこやかな育ちを支える制度です。

  保育所等に通っていない０歳６ヶ月から満３歳未満

  令和７年５月から６施設で実施。６月から５施設追加となり１１施設で実施している。

  保育所等に通っていない０歳６ヶ月から２歳児（令和７年度途中に３歳になった場合は、年度
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